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別紙第１

報 告

本委員会は，地方公務員法の規定に基づき，職員の給与その他の勤務条件を社会一

般の情勢に適応させるため，職員の給与等の実態を把握するとともに，民間事業所の

従事者並びに国及び他の地方公共団体の職員の給与その他の勤務条件や生計費などの

諸事情について調査・検討を行ってきたが，その概要は次のとおりである。

第１ 職 員 の 給 与

平成26年４月における職員給与の支給状況等について，行政職，研究職，医療

職（一），医療職（二），医療職（三），海事職，教育職（一），教育職（二），教育

職（三）及び公安職の10の給料表の適用を受けている全職員を対象とした「職員

給与実態調査」を行った。

調査結果の概要を，全職員と行政職給料表適用職員別に示すと，次表のとおり

である。

区 分 全 職 員
行政職給料表

適 用 職 員

人 員 ２３，３９５ 人 ５，５８０ 人

平 均 年 齢 ４２.７ 歳 ４４.１ 歳

平 均 経 験 年 数 ２０.６ 年 ２２.７ 年

大 学 卒 ７２.３ ％ ６１.８ ％

学 歴 別 短 大 卒 １３.５ ％ ８.０ ％

構 成 比 高 校 卒 １４.１ ％ ２９.９ ％

中 学 卒 ０.１ ％ ０.３ ％

性 別 男 ６６.７ ％ ７８.３ ％

構 成 比 女 ３３.３ ％ ２１.７ ％

平 均 扶 養 親 族 数 １.３ 人 １.４ 人

平 給 料 ３６２,３５１ 円 ３３８,７２９ 円

均 扶 養 手 当 １２,６１３ 円 １３,８１０ 円

給 住 居 手 当 ７,６６７ 円 ５,３３４ 円

与 そ の 他 １５,３３５ 円 １２,９２０ 円

合 計 ３９７,９６６ 円 ３７０,７９３ 円

（注）１ この表において，本年度の新規学卒の採用者を含むが，再任用職員は含まない。

２ 詳細は，参考資料第１表から第14表のとおりである。
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第２ 民 間 の 給 与

１ 調査の概要

本委員会は，職員の給与と民間事業所の従事者の給与との比較を行うため，企

業規模50人以上で，かつ，事業所規模50人以上の県内の民間の587事業所のうちか

ら，層化無作為抽出法により抽出された143事業所を対象に，人事院と共同で「職

種別民間給与実態調査」を実施した。

これらの事業所において，公務の行政職と類似すると認められる事務・技術関

係22職種の4,248人について，本年４月分として個々の従事者に実際に支払われた

給与月額等を実地に調査するとともに，医療関係，教育関係等54職種の780人につ

いても同様の調査を実施した。

また，給与改定の状況についても調査した。

２ 調査の実施結果

（本年の給与改定の状況）

本年の民間事業所における給与改定の状況をみると，次表のとおり，係員につ

いて，ベースアップを実施した事業所の割合は21.1％（昨年8.5％），ベースアッ

プを中止した事業所の割合は15.4％（同10.0％），ベースダウンを実施した事業所

の割合は0.0％（同2.5％）となっている。

また，係員について，定期昇給を実施した事業所の割合は78.3％（同76.2％）

となっている。昇給額については，昨年に比べて増額となっている事業所の割合

は26.6％（同26.6％），減額となっている事業所の割合は2.5％（同5.9％）となっ

ている。

その１ 民間における給与改定の状況 （単位：％）

項 目 ベースアップ ベースアップ ベースアップ
ベースダウン

役職段階 実施 中止 の慣行なし

係 員 ２１．１ １５．４ ０．０ ６３．５

課 長 級 １４．２ １９．３ ０．０ ６６．５

その２ 民間における定期昇給の実施状況 （単位：％）

項 目 定期昇給 定期昇給

制度あり 定期昇給 定期昇給 制度なし

役職段階 実 施 増 額 減 額 変化なし 停 止

係 員 ８１.１ ７８.３ ２６.６ ２.５ ４９.２ ２.８ １８.９

課 長 級 ７３.３ ７２.３ ２９.１ １.５ ４１.７ １.０ ２６.７

（注） ベースアップと定期昇給を分離することができない事業所を除いて集計した。
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第３ 職員の給与と民間の給与との比較

１ 月例給

職員給与実態調査及び職種別民間給与実態調査の結果に基づき，職員にあって

は行政職，民間にあってはこれに相当する事務・技術関係職種の職務に従事する

者について，主な給与決定要素である役職段階，学歴，年齢が対応すると認めら

れる者同士の諸手当を含む４月分の給与額を対比させ，精密に比較（ラスパイレ

ス方式）を行った。

その結果，次表のとおり，職員の給与が民間の給与を793円（0.21％）下回って

いた。

較 差
県内民間給与① 職員給与 ② ①－②

①－② ×100
②

375,829円 375,036円 793円 （0.21％）

（注） 民間，職員ともに，本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。

２ 特別給

昨年８月から本年７月までの１年間において，民間事業所で支払われた賞与等

の特別給は，次表のとおり，所定内給与月額の4.09月分（昨年3.94月分）となっ

ており，職員の期末手当・勤勉手当の現行の年間支給月数を上回っていた。

区 分
民 間 事 業 所 の 従 業 員

項 目

下半期（Ａ１） ３００，４６５円
平 均 所 定 内 給 与 月 額

上半期（Ａ２） ３００，０２６円

下半期（Ｂ１） ６３２，８９２円
特 別 給 の 支 給 額

上半期（Ｂ２） ５９３，８６０円

Ｂ１
下半期 ２．１１月分

Ａ１
特 別 給 の 支 給 割 合

Ｂ２
上半期 １．９８月分

Ａ２

年 間 の 支 給 割 合 ４．０９月分

（注） 下半期とは平成25年８月から平成26年１月まで，上半期とは平成26年２月から
７月までの期間をいう。

備 考 職員の期末手当・勤勉手当の現行の年間支給月数は，3.95月である。
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第４ 生計費及び物価

１ 標準生計費

本委員会が総務省統計局の家計調査を基礎に算定した本年４月における鹿児島

市の２人世帯，３人世帯及び４人世帯の標準生計費は，それぞれ165,330円，

189,210円及び213,120円となっている。（参考資料第28表）

２ 物価指数

本年４月の消費者物価指数（総務省統計局）は，昨年４月に比べ全国では3.4％，

鹿児島市では2.8％の増となっている。（参考資料第29表）

第５ 職員と国家公務員との給与比較

平成25年地方公務員給与実態調査（総務省）によると，平成25年４月１日現在

の本県行政職給料表適用職員のラスパイレス指数※１は，国家公務員を100とした

場合，105.8となっており，全国の都道府県の中でも低い水準となっている。

なお，国においては平成24年４月から平成26年３月の間，給与改定特例法に基

づく給与減額支給措置が行われており，この措置がないとした場合の指数は，

97.7である。

都道府県のラスパイレス指数の分布状況
（平成25年４月１日現在）

指 数 分 布 区 分 都道府県数

１０９以上 １１

１０６以上１０９未満 ２６

１０３以上１０６未満 ７

１０３未満 ３

鹿 児 島 県 １０５．８

（参 考 値）※２ （９７．７）

都 道 府 県 平 均 指 数 １０７．４

（参 考 値）※２ （９９．３）

※１ 全地方公共団体を同一の基準で比較するため，国の職員数（構成）を用いて，学歴や

経験年数の差による影響を補正し，国家公務員の俸給月額を100として計算した指数

※２ 「参考値」は，国家公務員の給与改定特例法による措置がないとした場合の値である。
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第６ 人事院の報告及び勧告の概要

人事院は，本年８月７日，一般職の国家公務員の給与等について報告及び勧告

を行ったが，その概要は参考資料63ページ～66ページのとおりである。

第７ 職員の給与の改定

１ 本年の給与改定

(1) 改定の基本方針

本委員会は，職員の給与について，地方公務員法の規定に基づき，民間事業

所の従事者の給与水準を踏まえるとともに，本年の人事院勧告の内容，他の都

道府県の動向等を総合的に勘案した結果，職員の本年の給与を(2)のように取り

扱う必要があると判断した。

(2) 改定すべき事項等

ア 給料表

給料表（教育職給料表（二）及び教育職給料表（三）を除く。）については，

人事院勧告の内容に準じて，若年層に重点を置きながら広い範囲の号給につ

いて引上げ改定を行う必要がある。

また，教育職給料表（二）及び教育職給料表（三）については，行政職給

料表との均衡を基本に，改定を行う必要がある。

イ 期末手当・勤勉手当

期末手当・勤勉手当については，職員の年間支給月数（3.95月）が民間の

年間の支給割合（4.09月分）を下回っていることから，期末手当・勤勉手当

の支給月数を0.05月ごとの区切りにより定める従来からの考え方に基づき，

職員の年間支給月数を4.10月に改定する必要がある。本年度については，12

月に支給される勤勉手当を0.15月引き上げ，来年度以降については，６月及

び12月に支給される勤勉手当の支給月数を0.15月引き上げる必要がある。

また，再任用職員の勤勉手当，特定任期付職員及び任期付研究員の期末手

当についても同様に改定する必要がある。
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ウ 初任給調整手当

医師及び歯科医師に対する初任給調整手当については，人事院勧告の内容

に準じて改定する必要がある。

エ 通勤手当

交通用具使用者に係る通勤手当については，他の都道府県の支給状況を考

慮して検討がなされることが適当である。

オ その他の課題

職員の給与制度のあり方については，今後とも制度本来の趣旨や社会情勢

の変化，国における見直しや他の都道府県の動向等を踏まえ，適宜・適切に

見直しを行う必要がある。

教育職員の給与については，国における見直し等を踏まえて，適切に対応

するとともに，今後とも国の動向等を注視する必要がある。

２ 給与制度の総合的見直し

(1) 本人事委員会の考え方

人事院は，民間賃金の低い地域における官民給与の実情をより適切に反映す

るための見直し（地域間配分の見直し），官民の給与差を踏まえた50歳台後半層

の水準の見直し（世代間配分の見直し）及び公務組織の特性，円滑な人事運用

の要請等を踏まえた諸手当の見直しを行うなど，俸給表及び諸手当の在り方を

含めた給与制度の総合的見直しとして，平成27年４月から実施する具体的な措

置の内容等について報告及び勧告を行った。

具体的には，国家公務員の俸給表の水準を平均２％引き下げる中で，引下げ

幅について，高齢層が多く在職する高位号俸を最大４％程度引き下げ，初任給

に係る号俸等を引き下げないこととし，俸給表水準の引下げと世代間配分の見

直しを一体的に行うことや，その引下げ分を地域手当として配分すること等を

主な内容としている。

職員の給与制度は，これまで，地方公務員法に定める給与決定の諸原則に基

づき，国家公務員の給与制度に準拠してきている。今回の国における見直しは
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俸給表の水準の引下げと世代間配分の見直しを一体的に行うものであり，職員

の給料表の構造について国家公務員の俸給表の構造に準拠するためには，今回

の国家公務員の俸給表の見直しに準じて職員の給料表の見直しを行うことが必

要である。

よって，本委員会は，地方公務員法の規定に基づき，人事院勧告の内容，他

の都道府県の動向等を総合的に勘案した結果，職員の平成27年４月１日以降の

給与を(2)のように取り扱う必要があると判断した。また，職員の給与水準につ

いては，引き続き，民間事業所の従事者の給与水準を精確に把握し，その結果

を踏まえた取扱いについて，報告・勧告を行い，民間給与との均衡を図ってい

くこととする。

(2) 改定すべき事項等

ア 給料表等の見直し

(ｱ) 給料表の見直し

給料表（教育職給料表（二）及び教育職給料表（三）を除く。）について

は，人事院勧告の内容に準じて，医療職給料表（一）を除き，給料表水準

の引下げなどを内容とする改定を行う必要がある。

また，教育職給料表（二）及び教育職給料表（三）については，行政職

給料表との均衡を基本に，改定を行う必要がある。

(ｲ) 給料等の0.5％減額支給措置の廃止

平成22年度から国に準じて実施されている55歳を超える職員（行政職給

料表５級以下の職員等を除く。）に対する給料等の0.5％減額支給措置につ

いては，上記(ｱ)の実施による給料表水準の引下げに伴い，人事院勧告の内

容に準じて，廃止する必要がある。

イ 諸手当の見直し

地域手当，単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当については，人事院勧

告の内容に準じて，見直す必要がある。
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ウ 改定の実施時期等

(ｱ) 給料表の実施時期と経過措置等

給料表の改定については，平成27年４月１日から実施する必要がある。

給料月額については，人事院勧告の内容に準じて，新たな給料表の給料

月額が平成27年３月31日に受けていた給料月額に達しない職員に対して

は，同年４月１日から平成30年３月31日までの３年間に限り，経過措置と

してその差額を給料として支給する必要がある。

なお，給与構造改革に伴う経過措置については，段階的に減額するなど

のこれまでの取扱いを踏まえ，適切に適用される必要がある。

また，給料等の0.5％減額支給措置は，平成30年３月31日をもって廃止す

る。

(ｲ) 手当の実施時期等

地域手当，単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当については，平成27

年４月１日から実施する必要がある。

なお，平成27年４月１日から平成30年３月31日までの間は，地域手当に

ついては，人事院勧告の内容に準じて，暫定的な支給割合を乗じて得た額

とし，単身赴任手当については，人事院勧告の内容に準じて，暫定的な額

とする必要がある。

第８ 雇用と年金の接続及び再任用職員の給与

１ 雇用と年金の接続

昨年３月に閣議決定された「国家公務員の雇用と年金の接続について」では，

現行の再任用の仕組みにより年金支給開始年齢に達するまで希望者を再任用する

ものとされた。

本年４月に公布された国家公務員法等の一部を改正する法律の附則では，年金

支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年度までに人事院の意見の申出を踏

まえつつ，雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものと
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されている。

人事院においては，引き続き公務における再任用の運用状況や各府省における

問題点等の把握に努めるとともに，民間企業における継続雇用や退職管理の実情，

定年前も含めた人事管理全体の取組状況等を詳細に把握し，意見の申出を踏まえ，

雇用と年金の接続のため，適切な制度が整備されるよう，積極的に取り組むこと

としている。

本県においては，定年制度は国に準じているところであるが，年金支給開始年

齢の引上げを踏まえて雇用と年金の接続が円滑になされるよう，国及び他の都道

府県の動向等を注視しながら，本県の実情を踏まえ，検討を進める必要がある。

２ 再任用職員の給与

人事院は，再任用希望者の増加に伴い，転居を伴う異動をする職員の増加が避

けられない状況が生じており，経済的負担や定年前の単身赴任者との均衡を考慮

すると，単身赴任手当を支給する必要性が高まっているなどとして，再任用職員

に対しても平成27年４月１日から単身赴任手当を支給することについて，勧告を

行った。

再任用職員の給与制度については，これまでも国に準じていることから，単身

赴任手当について，人事院勧告の内容に準じて新設する必要がある。

今後とも，再任用職員の給与の在り方について，国及び他の都道府県の動向等

を注視しながら，本県の実情を踏まえ，検討を進める必要がある。

第９ 人事管理・公務運営の改善

１ 能力及び実績に基づく人事管理

国においては，能力・実績に基づく人事評価制度が，平成21年の導入以来定着

が図られてきており，人事院としては，政府における人事評価制度の運用の改善

の取組への必要な協力を行うとともに，各府省に対し，様々な機会を捉えて，任

免，給与等への適切な活用を要請するなどの取組を行っていくこととしている。

また，本年５月には，地方公務員について，任用，給与，分限その他の人事管
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理の基礎として活用する人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づく人事

管理の徹底を図ることなどを内容とする地方公務員法の一部を改正する法律が公

布され，公布日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から

施行することとされたところである。

本県においては，各任命権者において人事評価制度が実施されているが，地方

公務員法の改正内容を踏まえ，その施行を見据えて，評価の公正性や納得性の確

保の観点から，評定者研修の充実や評価結果のフィードバックの実施等を図ると

ともに，評価結果の任用への更なる活用や，給与への適切な反映等について一層

の検討を進める必要がある。

２ 勤務環境の整備

(1) 超過勤務の縮減及び勤務時間の管理

超過勤務の縮減については，職員の心身の健康保持，ワーク・ライフ・バラ

ンス等の観点から積極的に取り組むべき重要な課題であり，各任命権者におい

ては様々な取組を進めてきたところであるが，依然として，職員の超過勤務が

長時間に及ぶ所属も一部に見受けられる。

各任命権者においては，引き続き業務執行態勢等の必要な見直しを行うほか，

超過勤務等の縮減のための指針を策定している任命権者にあっては同指針に基

づく取組の推進に努める必要がある。

また，管理監督職員においては，勤務時間管理におけるその役割を十分認識

し，各職員の職務遂行能力や勤務実態の把握に努め，必要な業務指導や業務支

援，業務配分の見直しなどの業務管理を適時・適切に行うとともに，事前命令・

事後確認の徹底を図ることにより，一層適正な勤務時間管理に取り組む必要が

ある。

さらに，職員一人ひとりにおいても，時間やコストに関する意識を高め，職

務遂行能力の向上を図りながら，常に計画的・効率的な業務の遂行に努めるこ

とが重要である。

学校における教員の勤務時間については，昨年３月の通知「教職員の健康管

理のための出退時刻記録システム等の導入について」により，出退時刻等の状

況を把握する取組が始められたところである。今後も任命権者においては，シ

ステム等を活用するなどして，教員の勤務の実情把握に努め，適切な勤務環境

の確保のための取組を進めていく必要がある。
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(2) 健康管理

職員の心身両面における健康の保持・増進は，健康管理という面はもとより，

公務能率の向上という観点からも重要な課題であり，各任命権者においては，

健康管理の取組を充実させるとともに，心の健康づくりにおいても，各種研修

等の実施や相談体制の充実，休職者等の職場復帰支援など，様々な取組を進め

てきたところである。

しかしながら，休職者のうち精神疾患を原因とする者の割合は依然として高

い水準で推移しており，各任命権者においては，引き続き，メンタルヘルス不

調者の発生防止や早期発見・早期対応，円滑な職場復帰支援，再発防止など，

計画的・継続的な対策の充実に一層努める必要がある。

また，それぞれの過程における取組が円滑に推進されるためには，職員一人

ひとりが，正しい知識と理解を深め，セルフケアに努めるとともに，管理監督

職員にあっては，メンタルヘルス対策において果たすべき役割の重要性を理解

し，日頃のコミュニケーション等を通して，メンタルヘルス不調への気付きや，

周りに相談しやすい職場環境づくりに努める必要がある。

(3) ハラスメントの防止

職場におけるセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等の職員

の人格や尊厳を侵害する行為は，組織の正常な業務運営の障害となり得るだけ

でなく，職員の勤労意欲を減退させ，ひいては職員の心身に支障を及ぼす要因

にもなり得るものである。

このため，各任命権者においては，指針等の策定や相談窓口の設置など，ハ

ラスメントの発生防止や排除のための取組を進めてきたところであるが，引き

続き管理監督職員への研修をはじめ職員への周知・啓発を図るとともに，職員

一人ひとりがこうした行為を見過ごさずに向き合うことのできる職場環境の確

保に努める必要がある。

(4) 女性の登用の拡大，仕事と生活の両立支援

県行政への女性の参画については，男女共同参画社会実現のために積極的に

取り組むべき課題である。

本県においては，これまでも女性職員の登用の拡大に努めてきているが，第
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２次鹿児島県男女共同参画基本計画なども踏まえながら，更にその取組を進め

る必要がある。

また，職員が家庭生活における責任を果たしながら，能力を最大限に発揮し

てその職務を遂行し，仕事と生活の適切な両立を図っていくことは，女性職員

の登用をより一層推進していくための環境を整備する上でも，重要な課題とな

っている。

そうした中，人事院は，男性職員の育児休業の積極的な活用を促すよう各府

省に対して要請するなど，男性職員の育児参加等の促進に積極的に取り組むこ

ととしている。

本県においても，男性職員の育児休業の取得促進については，「特定事業主行

動計画（後期計画）」に基づき取得しやすい環境の整備をはじめとした取組がな

されているが，今後とも積極的に取得できるよう，より一層取り組んでいくと

ともに，配偶者同行休業制度については，引き続き他の都道府県の動向等を注

視する必要がある。

また，年次有給休暇の取得についても，年間を通じた計画的・連続的使用の

促進など取得しやすい雰囲気の醸成や環境整備等により，特定事業主行動計画

に掲げた目標に向けて，更に取り組んでいくことが必要である。

第10 む す び

国内景気は一部に弱さもみられるが，緩やかな回復基調が続いているところであ

る。また，県内においても，消費税率引上げの影響を伴いつつも，緩やかに回復し

つつある。

県においては，持続可能な行財政構造を構築するため平成24年３月に策定した行

財政運営戦略に基づき，歳入歳出両面にわたる取組が進められているところである。

このような状況の中，行政需要は，複雑，多様化しており，職員にあっては県民

の期待と信頼に応えるべく，日々業務に精励しているところであるが，全体の奉仕

者として高い使命感と倫理観を持ち，効率的な業務遂行と行政サービスの向上によ

り一層努めることが求められている。
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本委員会は，地方公務員法に定める情勢適応の原則を踏まえ，民間並びに国及び

他の都道府県との均衡を図ることを基本として，毎年，この報告及び勧告を行って

いる。

人事委員会の勧告制度は，労働基本権制約の代償措置として設けられているもの

であり，職員に対し適正な処遇を確保することは，職員の士気を高めるとともに，

有為な人材の確保を可能にし，将来にわたって行政運営の安定を図るためにも重要

である。

県議会及び知事におかれては，給与勧告制度が果たしている意義や役割に深い理

解を示され，この報告に十分留意されるとともに，別紙第２の勧告どおり実施され

るよう要請するものである。
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